
申告を要する方
　償却資産を町内に所有する方または貸し付けている方
※令和３年１月１日前１年以内に廃業、解散または課税対象資産がなくなった場合でも、申告書にその旨を記入
し、提出してください。

償却資産の種類
●構築物＝�広告塔、看板、門、塀、農林業用構築物、露天式立体駐車場設備、舗装その他土地に定着する土木設

備など
●機械および装置＝�太陽光発電設備、受変電設備、コンピュータ、工作機械、揚重機、運搬装置、製造・加工設

備、建設機械など
●車両および運搬具＝ブルドーザーなど
●工具、器具および備品＝�机、いす、ロッカー、陳列ケース、電動工具、冷暖房機器、測定機器、事務機器、医

療機器、無人駐車管理装置、金型など

申告を要しない資産
・耐用年数１年未満または取得価額10万円未満の償却資産で一時に損金算入または必要経費に算入したもの
・取得価額が20万円未満の償却資産で一括償却資産として３年均等償却を行っているもの
・家庭用に使用される資産
・自動車税または軽自動車税の課税対象である自動車、原動機付自転車など

償却資産に係る固定資産税電子申告のご案内
　町では、インターネットを利用した電子申告システム「eLTAX（エルタックス）」での償却資産の申告ができ
ます。ご利用や申告について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

～アパート・貸駐車場を所有されている方へ～
次のような資産は固定資産の課税対象となるため償却資産の申告が必要です！

償却資産の種類 具　　体　　例

構　　築　　物 外構工事（駐車場舗装、門、塀、側溝、外灯、緑化設備（花壇等）、フェンス、
自転車置場、ごみ置場など）、屋上看板等の広告設備　など

機械および装置 太陽光発電設備（建材型でないもの）、受変電設備、電力引込線、屋外給排水管、
屋外ガス管　など

工具、器具および備品 ルームエアコン、集合郵便受け、宅配ボックス、サイクルラック　など

問□　税務課内○２１５３

　償却資産とは、事業を営む個人（法人）が使用している事業用資産のことをいいます。
　この償却資産は固定資産税の課税対象となるため、事業主は１月１日に所有する事業用資
産の内容を、事業を営んでいる所在地の市町村長に申告しなければなりません。アパート経
営や農業経営などでも償却資産の申告対象となるものがありますので、ご確認ください。
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。

償却資産の申告は2月1日㈪までです

※具体的な箇所については、11ページ上の図画をご確認ください。

102021年１月号　広報いな



対□　中小企業者・小規模事業者
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
※大企業の子会社等（下記のいずれかの要件に該当する企業）は対象外となります。
① �同一の大規模法人（資本金の額もしくは出資金の額が１億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法
人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人（資本金の額または出資金の額が５億
円以上である法人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成
株式会社を除く。）から２分の1以上の出資を受ける法人

②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人

●家屋と償却資産の区分について
　建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備等の付帯設備の中で、家屋と構造上一体となっているものは家屋に
該当するため、償却資産の対象となりません。

申告期間
　２月１日㈪まで
※期日までに認定経営革新等支援機関等の認定を受け、
町に申告した方に適用されます。

軽減対象
　事業用家屋および設備等の償却資産に対
する固定資産税

令和２年２月～10月までの任意の連続する３か月間の
事業収入の対前年同期比減少率 減免率

事業収入の減少割合が50％以上の場合 全額

事業収入の減少割合が30％以上50％未満の場合 ２分の1

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資
産税を、令和３年度課税分に限り軽減します。申告書関係書類等について詳しくは、町ホームページをご
覧いただくか税務課へお問い合わせください。

問□　税務課内○２１５６

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が
減少している中小企業者・小規模事業者の皆様へ

緑化設備

集合郵便受
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保育所の園庭で、地域の方が自由に遊ぶことができます。※雨天中止
日□　南保育所　１月 12 日㈫、２月９日㈫
　　10 時～ 11 時 30 分
　　北保育所　１月 19 日㈫、２月 16 日㈫
　　10 時～ 11 時 30 分
対□　町内在住で就学前の乳幼児と保護者

持□　水分補給の飲み物、着替え、帽子、タオル等
問□　南保育所（小室 3114） ７２２－１８５５
　　北保育所（内宿台５－ 214 －３）
　　 ７２８－３２５８
※詳しくは、各保育所ホームページをご覧ください。

内□…内容　　　日□…日時
場□…場所　　　対□…対象
定□…定員　　　持□…持ち物
費□…費用・参加費
　　（記載のないものは無料）
申□…申込み　　問□…問合せ

利用日時　月～金曜日 10 時～ 16 時（土日祝日休）
問□　カオルキッズランド伊奈園（小針新宿 523－１）
　　 ７２９－２８８８

カオルキッズランド伊奈園

日□　１月 15 日㈮ 10 時 45 分～（申込受付中）
対□　２歳以上（今年度２歳になるお子様も参加可）
定□　５組（兄弟姉妹も参加される場合は要申出）
講□　小野寺ちはる氏

英語リトミック

　専門講師による教室です。絵の具やクレヨン、モー
ルや色画用紙などさまざまな素材を使って制作します。
できあがった作品を見て、親子の会話もはずむような
楽しい教室です。
日□　１月 26 日㈫ 11 時～（10 時 45 分ごろ～入室可）
対□　１歳半～（目安）
※いすに座って取り組める子
費□　300 円　　申□　１月４日㈪～受付（要事前予約）

絵画造形教室

利用日時　月～金曜日９時～ 16 時（土日祝日休）
問□　ピノ保育園（小室 1027－２） ７２０－４１５２

ピノ保育園（ふれあいひろばおおきな樹）

利用日時　月～金曜日、第２土曜日９時 30 分～ 12 時、
13 時～ 16 時（第２土曜日以外の土日祝日休）
問□　伊奈町子育て支援センター（内宿台５－ 214 －３）
　　 ７２８－３４８２
※詳しくは、町ホームページをご確認ください。

伊奈町子育て支援センター（北保育所内）

　親子で遊ぶ場所です。※常駐のスタッフがいます。
日□　月曜日：13 時～ 16 時、水・金曜日：９時～ 12 時
場□　ゆめくる児童室（小室 2450 －１）
※祝日は開催していません。
※１月４日㈪は休館日です。

ゆめくる　つどいの広場

０歳児遊び広場
日□　１月７日㈭、２月４日㈭
対□　０歳児と保護者
１歳児遊び広場
日□　１月 14 日㈭、２月 18 日㈭
対□　１歳児と保護者
２歳以上児遊び広場
日□　１月 21 日㈭、２月 25 日㈭
対□　２歳以上の幼児と保護者
※時間はいずれも 10 時～ 10 時 30 分（先着５名）
※１月は電話予約受付中（９時～ 17 時受付）
　２月の電話予約は１月 25 日㈪９時～受付
※２月４日㈭は助産師が参加します。

年齢に合わせた遊びや歌を楽しみましょう

児童相談

日□　１月 22 日㈮ 10 時～ 15 時
場□・問□　伊奈町子育て支援センター ７２８－３４８２

　相談員が、子どものしつけや生活についての相談
に応じます。

利用日時　月～金曜日９時 30 分～ 13 時 30 分、14 時～
15 時 30 分（土日祝日休）
問□　きむら伊奈保育園（小室 6965 －１）
　　 ７２３－３３００

きむら伊奈保育園（らっぴーひろば）

　zoom を利用して、オンラインでらっぴーひろばを
配信します。ぜひご参加ください！詳しくは、らっぴー
だより１月号をご覧いただくか、園までお問い合わせ
ください。（アプリのダウンロードが必要です。）
日□　１月 27 日㈬ 10 時 30 分～ 10 時 45 分
　　（10 時 15 分入室開始）
　　ミーティング ID ：796 1762 4113
　　パスコード ：MY１y46

オンラインらっぴーひろば
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